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資
産
形
成
・�

資
産
運
用

１
．
投
資
信
託

ギ
モ
ン
１ 

収
益
に
ど
う
寄
与
す
る
の
？

①
　
顧
客
開
拓
面
で
の
寄
与

　

地
域
金
融
の
一
端
を
担
う
信
用
事

業
は
、「
組
合
員
・
利
用
者
の
『
実

需
』
の
裏
側
を
、
資
金
取
引
を
通
じ

て
支
え
る
」
と
い
う
、
地
味
な
が
ら

と
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。

　

例
え
ば
、
住
宅
ロ
ー
ン
利
用
者
の

真
の
目
的
は
Ｊ
Ａ
な
ど
か
ら
資
金
を

借
り
入
れ
る
こ
と
自
体
で
は
な
く
、

借
り
入
れ
た
資
金
を
住
宅
な
ど
の
購

入
に
充
て
、
将
来
そ
こ
に
住
む
こ
と

で
す
。
や
や
堅
苦
し
く
言
え
ば
、
自

己
名
義
の
不
動
産
を
所
有
し
た
い
と

い
う
希
望
を
も
つ
一
方
で
、
貯
金
を

貯
め
る
・
貯
ま
る
ま
で
待
て
な
い
た

め
、
先
ん
じ
て
よ
そ
か
ら
用
立
て
し

て
で
も
希
望
を
叶
え
よ
う
と
す
る
こ

と
に
あ
る
の
で
す
。
実
需
は
「
自
己

名
義
の
不
動
産
の
所
有
」
に
他
な
ら

ず
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
利
用
は
、
こ
れ

を
叶
え
る
た
め
の
手
段
や
道
具
に
位

置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

運
転
免
許
を
取
得
・
保
有
し
て
い

な
い
、
あ
る
い
は
車
を
購
入
す
る
・

利
用
す
る
予
定
が
な
い
人
に
自
動
車

ロ
ー
ン
を
推
奨
し
て
も
、
な
か
な
か

利
用
に
結
び
つ
か
な
い
の
は
、
実
需

自
体
が
な
い
か
ら
で
す
。
同
様
に
、

子
ど
も
が
い
な
い
人
に
教
育
ロ
ー
ン

を
推
奨
し
て
も
、
自
宅
な
ど
を
保
有

し
て
い
な
い
人
に
リ
フ
ォ
ー
ム
ロ
ー

CHECK

知
っ
て
お
き
た
い

地
域
金
融
の
理
解
を
深
め
よ
う

信
用
事
業
の
仕
組
み
と
役
割
（
下
）

地
域
金
融
ア
ナ
リ
ス
ト
＆
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
　
伊
藤 

玲

解
説

　

新
年
度
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
り
、
新

し
く
営
業
店
に
配
属
に
な
っ
た
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
本
企
画

は
、
Ｊ
Ａ
信
用
事
業
の
各
業
務
が
ど

の
よ
う
に
収
益
に
寄
与
し
て
い
る
の

か
を
紐
解
く
も
の
で
す
。
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
業
務
に
つ
い
て
、
職
員
の

担
当
す
る
仕
事
が
Ｊ
Ａ
に
ど
の
よ
う

に
貢
献
し
て
い
る
か
を
確
認
し
ま

す
。

　

前
号
（
六
〇
九
号
四
頁
参
照
）
に

引
続
き
、
今
回
は
、
資
産
形
成
・
資

産
運
用
、
貸
金
庫
、
そ
の
他
の
重
要

な
仕
事
の
各
業
務
の
解
説
を
お
届
け

し
ま
す
。
新
任
担
当
者
の
育
成
を
任

さ
れ
る
立
場
に
あ
る
方
も
、
知
識
の

お
さ
ら
い
に
ぜ
ひ
お
役
立
て
く
だ
さ

い
。�

（
本
誌
編
集
部
）
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地域金融の理解を深めよう　知っておきたい信用事業の仕組みと役割（下）解説

ン
を
推
奨
し
て
も
、
利
用
さ
れ
る
望

み
は
薄
い
の
が
実
情
で
す
。
こ
れ
ら

を
裏
返
せ
ば
、
金
融
機
能
の
紹
介
・

勧
奨
は
実
需
を
つ
か
み
、
そ
れ
を
助

け
る
こ
と
と
イ
コ
ー
ル
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
実
需
は
、
顧
客
の
数
だ
け

異
な
り
ま
す
。
先
に
挙
げ
た
ロ
ー
ン

利
用
者
の
よ
う
な
「
資
金
に
こ
と
欠

く
人
」
も
い
れ
ば
、
手
元
資
金
に
余

裕
が
あ
る
「
運
用
先
に
悩
む
人
」
も

い
る
の
で
す
。
後
者
は
、
本
解
説

（
上
）（
本
誌
六
〇
九
号
四
頁
参
照
）

に
述
べ
た
よ
う
に
、
貯
金
や
定
期
積

金
な
ど
の
取
引
を
通
じ
て
「
仕
入

れ
」
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
対
象
層
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
を
で
き
る
だ
け
幅
広
く
取

り
揃
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
様
々

な
実
需
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
顧
客
側
の
実
情
に

視
点
を
移
せ
ば
、
世
代
別
に
み
た
国

内
の
個
人
金
融
資
産
に
は
相
当
な
偏

り
が
認
め
ら
れ
ま
す
（
図
表
１
）。

　

こ
の
結
果
、「
個
人
預
貯
金
残
高

の
過
半
数
が
六
〇
歳
台
以
上
の
預
貯

金
者
の
預
貯
金
」
と
い
う
地
域
・
中

小
金
融
機
関
は
め
ず
ら
し
く
な
く
、

そ
う
し
た
調
達
構
造
に
あ
る
Ｊ
Ａ
も

少
な
く
な
い
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
富
裕
層
な
ど
に
は
、
資

産
を
分
別
管
理
し
た
う
え
で
、「
一

定
限
の
比
率
・
金
額
の
枠
ま
で
の
資

産
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
の
リ
ス
ク

を
取
っ
て
投
資
を
行
っ
て
も
よ
い
」

と
捉
え
て
い
る
層
も
め
ず
ら
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。

　

貯
金
額
が
農
水
産
業
協
同
組
合
貯

金
保
険
制
度
の
上
限
金
額
で
あ
る
一

〇
〇
〇
万
円
ま
で
達
し
、
他
の
金
融

機
関
に
預
け
入
れ
て
い
る
顧
客
の
こ

と
を
聞
い
た
り
実
際
に
接
客
さ
れ
た

り
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
に
は
、
他
業
態
で
も
預

金
保
険
制
度
の
上
限
金
額
で
あ
る
一

〇
〇
〇
万
円
ま
で
預
金
し
、
そ
の
う

え
で
、
あ
る
程
度
ま
で
リ
ス
ク
を
取

っ
て
投
資
に
向
き
合
っ
て
い
る
よ
う

な
層
も
み
ら
れ
る
の
で
す
。
率
直
に

い
え
ば
、
証
券
会
社
な
ど
の
主
要
顧

客
に
該
当
し
ま
す
。

　

別
の
切
り
口
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
外
出
抑
制
や
テ

レ
ワ
ー
ク
の
普
及
に
よ
り
、
若
年
層

の
ネ
ッ
ト
証
券
口
座
が
大
幅
に
伸
び

て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
み
ら
れ
ま

す
（
参
考
値
・
図
表
２
）。

　

誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
言
え
ば
、
Ｊ

Ａ
が
あ
ま
り
得
意
と
し
な
い
若
年
層

に
も
、
人
生
一
〇
〇
年
時
代
を
睨
ん

で
、「
一
定
の
リ
ス
ク
の
枠
内
で
資

産
を
着
実
に
積
み
上
げ
て
い
こ
う
」

と
い
う
動
き
が
み
ら
れ
る
の
で
す
。

【図表１】世帯および世帯主世代別金融資産保有状況

【図表２】2021 年度上半期NISA 総口座数増加率

NISA 総口座数（2020 年 9月）

20 歳代 945,600 口座
30 歳代 1,980,080 口座
40 歳代 2,536,088 口座
50 歳代 2,568,181 口座
60 歳代 2,568,181 口座
70 歳代 2,697,734 口座
80 歳代以上 1,295,033 口座
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（出所）金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査（令
　　　　和元年）」を基に筆者作成

（出所）金融庁「NISA・ジュニアNISA 口座の利用状況調査（2020 年
　　　　3月末時点、9月末時点）」を基に筆者作成

中央値うち預貯金
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な
お
、
電
子
提
供
制
度
の
創
設
に
関
す
る

改
正
規
定
の
施
行
期
日
は
、
シ
ス
テ
ム
変
更

等
の
必
要
性
か
ら
、
会
社
法
改
正
法
附
則
一

条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日

（
整
備
法
附
則
三
号
）、
す
な
わ
ち
会
社
法
改

正
法
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
会
社
法
改
正
法
附

則
一
条
た
だ
し
書
。
本
稿
執
筆
時
点
で
未

定
）。
こ
こ
で
、
改
正
省
令
の
う
ち
電
子
提

供
制
度
の
創
設
に
対
応
す
る
改
正
規
定
の
施

行
期
日
も
、
整
備
法
附
則
三
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
改
正
省

令
附
則
一
条
二
号
）。

　

本
稿
は
、
整
備
法
に
伴
う
農
業
協
同
組
合

法
（
以
下
、「
農
協
法
」
と
い
う
）
の
改
正

は
じ
め
に

　
「
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
」（
令
和
元
年
法
律
七
一
号
。
以
下
、「
整

備
法
」
と
い
う
）
は
、
令
和
元
年
一
二
月
四

日
に
成
立
し
、
同
月
一
一
日
に
公
布
、
整
備

法
の
施
行
に
伴
う
「
農
業
協
同
組
合
法
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」（
令
和

三
年
農
林
水
産
省
令
四
号
。
以
下
、「
改
正

省
令
」
と
い
う
）
は
、
令
和
三
年
二
月
一
五

日
に
公
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

整
備
法
の
施
行
期
日
は
、
総
会
資
料
の
電

子
提
供
制
度
の
創
設
等
（
注
１
）
に
関
す
る

部
分
を
除
き
、「
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」（
令
和
元
年
法
律
七
〇
号
。
以
下

「
会
社
法
改
正
法
」
と
い
う
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
（
整
備
法
附
則
本
文
、

同
た
だ
し
書
三
号
）。
会
社
法
改
正
法
の
施

行
の
日
は
、
電
子
提
供
措
置
等
に
関
す
る
部

分
を
除
き
、
同
法
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
（
会
社
法

改
正
法
附
則
一
条
本
文
）、
令
和
二
年
一
一

月
二
〇
日
に
公
布
さ
れ
た
「
会
社
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政

令
」（
令
和
二
年
政
令
三
二
五
号
）
に
よ
り
、

令
和
三
年
三
月
一
日
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

改
正
省
令
も
、
電
子
提
供
制
度
の
創
設
等

に
対
応
す
る
改
正
規
定
を
除
き
、
同
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
す
（
改
正
省
令
附
則
一
条
本

文
）。

会
社
法
改
正
に
伴
う

農
業
協
同
組
合
法
の
改
正
と

実
務
上
の
留
意
点

解
説

レクスコ・明田ラボ
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解説　会社法改正に伴う
農業協同組合法の改正と実務上の留意点

と
そ
れ
に
対
応
す
る
農
協
法
施
行
規
則
（
以

下
、「
規
則
」
と
い
う
）
の
改
正
に
つ
い
て
、

そ
の
概
要
と
と
も
に
今
年
度
の
通
常
総
会
に

向
け
て
の
実
務
上
の
留
意
点
を
解
説
す
る
も

の
で
す
。
本
稿
に
お
い
て
引
用
す
る
法
令
の

条
番
号
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
改
正
後

の
も
の
で
す
。
な
お
、
文
中
意
見
に
わ
た
る

部
分
は
、
筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
予
め

お
断
り
い
た
し
ま
す
。

（
注
１
）「
電
子
提
供
制
度
の
創
設
等
」
と
表
記
し

た
の
は
、
電
子
提
供
制
度
の
ほ
か
農
協
法
六
四

条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
休
眠
組
合
の
事
業
を

廃
止
し
て
い
な
い
旨
の
届
出
の
規
定
の
改
正

は
、
商
業
登
記
法
二
〇
条
（
印
鑑
の
提
出
）
の

規
定
の
削
除
に
伴
う
も
の
で
、
こ
の
改
正
規
定

は
、
令
和
三
年
二
月
一
五
日
に
施
行
と
な
っ
て

い
る
（
改
正
省
令
附
則
一
条
一
号
）
た
め
。

役
員
等
へ
の
適
切
な 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与

１
．
補
償
契
約

　

役
員
等
（
役
員
お
よ
び
会
計
監
査
人
を
い

う
。
以
下
同
じ
）
が
、
そ
の
職
務
の
執
行
に

関
し
、
そ
の
責
任
の
追
及
に
係
る
請
求
を
受

け
た
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
に
支
出
す
る
費

用
（
防
御
費
用
）
や
第
三
者
に
生
じ
た
損
害

を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
場
合
に
お
け
る
損

失
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
、
組
合
が
当
該
役

１

員
等
に
対
し
て
補
償
等
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
解
釈
上
の
疑
義
等

が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

役
員
等
が
職
務
の
執
行
の
た
め
過
失
な
く

受
け
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
契
約
を

締
結
し
な
く
て
も
組
合
と
役
員
等
と
の
関
係

（
委
任
関
係
）
お
よ
び
民
法
六
五
〇
条
（
受

任
者
に
よ
る
費
用
等
の
償
還
請
求
等
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
組
合
が
補
償
で
き
る
は
ず
で

す
が
、
整
備
法
は
、
補
償
契
約
と
い
う
契
約

に
関
す
る
規
定
を
設
け
、
補
償
契
約
を
締
結

し
た
場
合
に
は
、
当
該
役
員
等
に
過
失
が
あ

る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
補
償
契
約
に
基
づ
き

費
用
等
を
補
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
、
一
方
で
、
組
合
が
役
員
等
と
の
間
で
補

償
契
約
を
締
結
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一

定
の
費
用
等
に
つ
い
て
は
補
償
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

⑴
　
補
償
契
約
と
は

　
「
補
償
契
約
」
と
は
、
組
合
が
、
役
員
等

に
対
し
て
、
次
の
①
お
よ
び
②
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
当
該
組
合
が
補
償
す
る
こ
と
を
約

す
る
契
約
を
い
い
ま
す
（
農
協
法
三
五
条
の

七
第
一
項
、
会
計
監
査
人
に
つ
き
同
法
三
七

条
の
三
第
二
項
で
同
法
三
五
条
の
七
第
一
項

か
ら
三
項
ま
で
準
用
）。

①
当
該
役
員
等
が
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
関

し
、
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
が

疑
わ
れ
、
ま
た
は
責
任
の
追
及
に
係
る

請
求
を
受
け
た
こ
と
に
対
処
す
る
た
め

に
支
出
す
る
費
用
。

②
当
該
役
員
等
が
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
関

し
、
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す

る
責
任
を
負
う
場
合
に
お
け
る
損
失
、

具
体
的
に
は
（
ⅰ
）
当
該
損
害
を
当
該

役
員
等
が
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず

る
損
失
、
ま
た
は
（
ⅱ
）
当
該
損
害
の

賠
償
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
当
事
者

間
に
和
解
が
成
立
し
た
と
き
は
、
当
該

役
員
等
が
当
該
和
解
に
基
づ
く
金
銭
を

支
払
う
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
。

　

し
か
し
、
補
償
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
組
合
は
、
次
の
費
用
・
損

失
に
つ
い
て
は
補
償
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
（
同
法
三
五
条
の
七
第
二
項
）。
す
な
わ

ち
、
❶
❷
❸
に
つ
い
て
は
、
補
償
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

❶
防
御
費
用
の
う
ち
通
常
要
す
る
費
用
の
額

を
超
え
る
部
分
（
同
項
一
号
）。

❷
組
合
が
第
三
者
に
対
し
て
損
害
を
賠
償
し

た
場
合
に
お
い
て
役
員
等
に
対
し
て
求

償
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
（
同
項
二

号
）。

❸
役
員
等
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
き
悪
意

ま
た
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
に

13 解説　会社法改正に伴う農業協同組合法の改正と実務上の留意点'21/05月号_No.610 12解説　会社法改正に伴う農業協同組合法の改正と実務上の留意点 '21/05月号_No.610


